
契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 法人番号 予定価格 契約金額 落札率
再就職の
役員の数

備考

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤードとして土地の借
上を行うものである。
土地賃貸借にあたり、国有地等、種々調査した結
果、当所が求める作業ヤード面積等諸条件におい
て、株式会社加賀屋レストランシステムの所有地
以外で適した場所がなかった。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３項（契約の性質又は目
的が競争を許さない場合）に基づき株式会社加賀
屋レストランシステムと随意契約を行うものであ
る。

2,043,209 2,043,209 100.00%

土地賃貸借（その３）
和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤード
3,217m2

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
分任契約担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年8月1日
株式会社 加賀屋レストランシ
ステム
七尾市和倉町ヨ部８０番地

7220001015761

土地賃貸借（その２）
和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤード
3,900m2

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
分任契約担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
株式会社 Ｋ・Ｒ・Ｅ
七尾市和倉町ヨ部９６番地

7220001016462

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤードとして土地の借
上を行うものである。
土地賃貸借にあたり、国有地等、種々調査した結
果、当所が求める作業ヤード面積等諸条件におい
て、株式会社Ｋ・Ｒ・Ｅの所有地以外で適した場所
がなかった。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３項（契約の性質又は目
的が競争を許さない場合）に基づき株式会社Ｋ・
Ｒ・Ｅと随意契約を行うものである。

3,744,000 3,744,000 100.00%

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤードとして土地の借
上を行うものである。
土地賃貸借にあたり、国有地等、種々調査した結
果、当所が求める作業ヤード面積等諸条件におい
て、株式会社加賀屋の所有地以外で適した場所
がなかった。
従って、会計法第２９条の３第４項及び予算決算及
び会計令第１０２条の４第３項（契約の性質又は目
的が競争を許さない場合）に基づき株式会社加賀
屋と随意契約を行うものである。

4,407,121 4,407,121 100.00%

土地賃貸借（その１）
和倉港・和倉港海岸護岸（東工区）（災
害復旧）改良工事等の作業ヤード
5,039m2

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
分任契約担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
株式会社 加賀屋
七尾市和倉町ヨ部８０番地

5220001015292

100.00%

公共調達の適正化について（平成１８年８月２５日付財計第２０１７号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公募）

物品役務等の名称及び数量

土地賃貸借
当事務所敷地　3,024.79m2

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
石川県
金沢市鞍月1－1

2000020170003

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、金沢港湾・空港整備事務所の土地を借
り上げるものである。当所庁舎の土地所有者は石
川県知事であり、本契約を履行できる唯一の者で
ある。以上のことから、会計法２９条の３第４項及
び予算決算及び会計令第１０２条の４第３項（契約
の性質又は目的が競争を許さない場合）に基づ
き、石川県知事と随意契約を行うものである。

2,685,540 2,685,540

100.00%七尾第三宿舎借上

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
（株）サンリーホーム
石川県かほく市内日角１丁目
３番地

4220001018024

（株）サンリーホーム
石川県かほく市内日角１丁目
３番地

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、国家公務員有料宿舎を設置するため
に民間の賃貸物件を借上するものである。
当該借上物件は、当所の必要条件を満たす家屋
の調査を行い、北陸財務局の承認を得て、令和６
年１１月１日より国家公務員有料宿舎（七尾第三
宿舎）として設置している物件であり、令和７年度
においても入居可能な国設宿舎がないため、継続
して借受するのもである。
契約の相手方は、同物件の管理者であり、本契約
を履行できる唯一の者である。よって、会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に基づき、契約の相手方と随意契約を行
うものである。

1,593,600 1,593,600

1,705,200

七尾第六宿舎及び七尾第七宿舎借上

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
（株）レオパレス２１
東京都中野区本町２－５４－
１１

3011201000900

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、国家公務員有料宿舎を設置するため
に民間の賃貸物件を借上するものである。
当該借上物件は、当所の必要条件を満たす家屋
の調査を行い、北陸財務局の承認を得て、令和７
年４月１日より国家公務員有料宿舎（七尾第六宿
舎、七尾第七宿舎）として設置する物件である。
契約の相手方は、同物件の管理者であり、本契約
を履行できる唯一の者である。よって、会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に基づき、契約の相手方と随意契約を行
うものである。

2,683,800 2,683,800 100.00%

七尾第五宿舎借上

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日

七尾第四宿舎借上

分任支出負担行為担当官
金沢港湾・空港整備事務所長渡邉　理之
北陸地方整備局　金沢港湾・空港整備事務所
石川県金沢市大野町４－２－１

令和7年4月1日
（株）サンリーホーム
石川県かほく市内日角１丁目
３番地

4220001018024

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、国家公務員有料宿舎を設置するため
に民間の賃貸物件を借上するものである。
当該借上物件の３０３号は、当所の必要条件を満
たす家屋の調査を行い、北陸財務局の承認を得
て、令和７年３月１日より国家公務員有料宿舎（七
尾第四宿舎）として設置している物件であり、令和
７年度においても入居可能な国設宿舎がないた
め、継続して借受するのもである。
また、当該借上物件の２１１号は、当所の必要条
件を満たす家屋の調査を行い、北陸財務局の承
認を得て、令和７年４月１日より国家公務員有料宿
舎（七尾第四宿舎）として設置する物件である。
契約の相手方は、同物件の管理者であり、本契約
を履行できる唯一の者である。よって、会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に基づき、契約の相手方と随意契約を行
うものである。

1,744,800 1,744,800 100.00%

4220001018024

適用条文：
会計法第29条の３第４項
予算決算及び会計令第１０２条の４第３項

本契約は、国家公務員有料宿舎を設置するため
に民間の賃貸物件を借上するものである。
当該借上物件の２０４号は、当所の必要条件を満
たす家屋の調査を行い、北陸財務局の承認を得
て、令和７年３月１日より国家公務員有料宿舎（七
尾第五宿舎）として設置している物件であり、令和
７年度においても入居可能な国設宿舎がないた
め、継続して借受するのもである。
また、当該借上物件の２０７号は、当所の必要条
件を満たす家屋の調査を行い、北陸財務局の承
認を得て、令和７年４月１日より国家公務員有料宿
舎（七尾第五宿舎）として設置する物件である。
契約の相手方は、同物件の管理者であり、本契約
を履行できる唯一の者である。よって、会計法第２
９条の３第４項及び予算決算及び会計令第１０２条
の４第３項（契約の性質又は目的が競争を許さな
い場合）に基づき、契約の相手方と随意契約を行
うものである。

1,705,200 100.00%


